
会津大学教員の任期に関する規程 
 

（平成１８年 ４月 １日規程第５３号） 
改正 平成１８年 ７月１０日規程第８５号  
改正 平成２６年１２月 １日規程第１３号  
改正 平成２７年 ４月 １日規程第１８号  
改正 平成２７年 ７月 １日規程第３０号  
改正 平成２９年 ２月２２日規程第２７号  
改正 平成２９年 ４月 １日規程第 ４号  
改正 ２０２３年 ７月 １日規程第１４号  

 
 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号以下「法

」という。）第５条第１項及び公立大学法人会津大学職員就業規則（以下「就業規則」
という。）第３条の規定に基づき、会津大学の教員の任期に関し必要な事項を定めるも
のとする。 

 
 （任期を定めて任用する教員の職等） 
第２条 法第４条第１項第１号又は第３号の規定に基づき、任期を定めて任用する教員の

教育研究組織、職及び任期は、別表のとおりとする。 
 
 （任用の同意） 
第３条 理事長は、前条の任用に際しては、当該任用される者の同意を同意書（別紙様式

）により得なければならない。 
 
 （公表） 
第４条 この規程を定め、又は改正したときは、遅滞なく、会津大学ホームページ等によ

り広く周知を図るものとする。 
 
 （補則） 
第５条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、部局長会議

の議を経て、理事長が定める。 
 
   附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
   附 則 

この規程は、平成１８年７月１０日から施行する。 
 
   附 則 

この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 
 
   附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 

 
附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この規程は、２０１３年７月１日から施行する。 

 



別表 
 
教育研究組織 

 

 
職名 

 

 
任期 

 

 
再任 

 
根拠 

  
可否 

 
任期 

 
産学イノベーシ
ョンセンター 
 

 
教授、准教授又は講師
（産学イノベーション
センター専任に限る） 
 

 
３年を超
えない範
囲内 

 
可 
 
 

 
再任の都度３年
以内 
（ただし１０年
を限度とする） 

 
法第４条第
１項第１号 
 

 
復興創生支援セ
ンター 
 
 
 

 
教授、准教授又は講師
（復興創生支援センタ
ー専任に限る） 
 

 
３年を超
えない範
囲内 
 

 
可 
 
 
 

 
再任の都度３年
以内 
（ただし１０年
を限度とする） 
 

 
法第４条第
１項第１号 
 
 

 
グローバル推進
本部 

 
教授、准教授または講
師（グローバル推進本
部専任かつ理事長が任
期を付すことが適切と
認める業務に従事する
者に限る） 
 

 
３年を超
えない範
囲内 

 
可 

 
再任の都度３
年以内 
（ただし１０年
を限度とする） 

 
法第４条第
１項第１号 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙様式 
 

同 意 書 
 
 

    年  月  日 
 
 
 公立大学法人会津大学理事長 様 
 
 
                         ______________________印 
 
 私は、会津大学教員の任期に関する規程に基づき、下記のとおりの任期により、 
会津大学            教員として任用されることに同意します。 
 

記 
 
    任期      年  月  日から    年  月  日まで 


